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１ 景観とは 

本計画において、景観とは、山地、河川、田畑、建物、道路などで構成される総合的な

眺めと、そこから受ける心象であると考えます。 

また、景観は、長い年月をかけて自然環境が変化するなかで、農村や都市における人の

活動が積み重なってできた、町の歴史や文化の表れとも言えます。 

 

良好な景観形成に取り組むことによって、次のような効果が期待できます。 

 

●良好な景観は、地域の個性や特色をわかりやすく印象付けるものであり、町民の地域

への愛着やふるさとの意識を育みます。 

●潤いある魅力的で豊かな生活環境の創出に貢献するとともに、観光をはじめ、地域内

外の交流を活発にする役割を担います。 

●良好な景観形成は、目に見えてわかりやすいまちづくりであるという点から、町民、

事業者、行政の協働による地域活動を盛んにしていくことが期待されます。 

 

２ 計画策定の背景 

国において平成 16 年に景観法が制定されて以来、景観法を活用した景観形成の取組が

全国的に広がってきています。 

本町では、平成６年に「長泉町都市景観形成ガイドプラン」を策定し、景観に配慮した

まちづくりを進めてきました。 

近年は、道路などの社会資本整備が進むとともに、街並みが大きく変化してきています。

また、富士山の世界文化遺産登録、伊豆半島ジオパーク構想、"ふじのくに"のフロンティア

を拓く取組が進むなか、誇りや愛着を持って住み続けられる町にしていくために、今まで

以上に町民、事業者、行政による積極的な景観形成が求められています。 

このような状況のなか、良好な景観形成に積極的に取り組んでいくため、平成 25 年 12

月１日に長泉町は景観行政団体1になりました。平成 27 年に「長泉町景観条例」、「長泉町

景観形成基本計画」、「長泉町景観計画」を策定し、景観形成に取り組んできましたが、計

画策定から５年が経過したことから、関連計画や社会動向の変化などを考慮し、計画の一

部を変更することとしました。 

  

                                                   
1 景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のこと。良好な景観の形成に関する計画

（景観計画）を定めることができ、条例で必要な規制を設けることもできる。 
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３ 計画の目的と位置づけ 

本計画は、富士山、愛鷹山、駿河湾の眺望、鮎壺の滝などの自然の景観、身近な街並み

や緑などの景観を町民の共有財産として認識し、町民、事業者、行政が協働で地域の特性

を生かした景観形成を推進していくことを目的としています。 

 

［本計画の位置づけ］ 

 「長泉町景観形成基本計画」（以下「景観形成基本計画」）は、「長泉町景観条例」

に基づき、本町の景観まちづくりの方向性を示し、町、町民及び事業者の共通の

指針として定めるものです。 

 「長泉町景観計画」（以下「景観計画」）は、景観法に基づき、法的根拠を備えた

施策を実施するための計画です。「長泉町景観条例」第９条では、景観計画は基本

計画に即して定めるものとしています。 

 「第 5 次長泉町総合計画」に掲げる、快適な生活空間を実現するための計画のひ

とつです。 

 都市機能が集積した地域拠点の形成などについて定めた「第 2 次長泉町都市計画

マスタープラン」をはじめ、まちづくりに関する計画との整合を図ります。  
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４ 計画の構成 

本計画は、町全域を対象とした計画です。 

  
第１部 景観形成基本計画 

  

３章 景観形成のための推進施策 

1 景観計画の策定 

2 特定の地区における良好な景観形成 

3 大規模な建築物等の形態意匠の規制誘導 

4 戸建て住宅等の形態意匠の誘導 

5 景観上重要な建造物等の保全と継承 

6 景観上重要な公共施設の整備と管理 

7 屋外広告物の規制誘導 

8 眺望点の指定と眺望景観の保全 

9 無電柱化の促進 

10 鉄塔周辺の景観改善策の検討 

11 良好な公共サインの整備と管理 

12 花と緑に囲まれたまちづくりの推進 

13 景観資源の発掘・発信とネットワーク化 

14 景観まちづくり学習の実施 

15 町独自の表彰制度の創設 

４章 町民、事業者、行政の連携による

推進体制づくり 

２章 景観形成の目標と方針 

１ 景観形成の目標と基本的な考え方 

２ 構造別の景観形成の方針 

３ 要素別の景観形成の方針 

１章 景観の現状と課題 

１ 町全体の景観特性 

２ 景観形成上の課題 

  

町の景観まちづくりの方向性を示す。 

第２部 景観計画 

  景観法及び長泉町景観条例に基

づく施策を示す。（※）は法定必

須事項。 

１章 長泉町景観計画 

 

 

 

町域全体（景観形成重点地

区を除く）の方針や行為の

制限などを定める。 

２章 景観形成重点地区 

 

  

 

積極的に景観形成を進める地区

の行為の制限などを定める。 

1 景観計画の区域（※） 

2 良好な景観形成に 

関する方針 

3 景観形成の誘導指針 

4 良好な景観の形成の 

ための行為の制限（※） 

 
5 景観重要建造物・樹木の 

指定の方針（※） 

 
6 屋外広告物の表示など 

に関する事項 

7 景観重要公共施設の 

整備に関する事項 

新東名長泉沼津 IC 周辺地区 

3 章 眺望景観の保全と活用 
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